
議案第５号 

 

   基本構想の変更及び基本計画の策定について 

 

 別紙のとおり基本構想を変更し、及び基本計画を策定するため、佐倉市議会

の議決すべき事件を定める条例（平成２２年佐倉市条例第２５号）第２条第１

号及び第２号の規定により議会の議決を求める。 

 

  平成２７年１１月３０日提出 
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